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沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線

状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを

円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等

（以下、「介護事業所等」という。）に対して、また物価上昇といった厳しい経営環境

の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するために介護施設等におけ

る食料品等の購入費に対して、介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業補

助金（以下「補助金」という。）について、予算の範囲内において交付するものとし、

その交付に関しては、「令和７年度介護保険事業費補助金（介護事業所等及び介護施設

等に対するサービス継続支援事業）交付要綱」（令和７年 12 月 22 日付厚生労働省発老

1222 第３号厚生労働事務次官通知）、「令和７年度介護事業所等に対するサービス継続

支援事業実施要綱」及び「令和７年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施

要綱」（令和７年 12月 22 日付老発 1222 第２号厚生労働省老健局長通知）（以下「国実

施要綱」という。）、沖縄県補助金等の補助に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102

号。以下「規則」という。）に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（対象事業所） 

第２条 本事業の対象となる事業所は、次に掲げる介護サービスを提供している沖縄県

内に所在する介護事業所等とする。 

⑴ 介護事業所等に対するサービス継続支援事業 

   別添１に掲げるサービス類型の介護事業所等 

⑵ 介護施設等に対するサービス継続支援事業 

別添２に掲げるサービス類型の介護施設等 

 

（事業対象経費等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる経

費を対象とする。 

⑴ 介護事業所等に対するサービス継続支援事業 

ア 介護サービスを円滑に継続するための対応 

気候変動の影響による猛暑などの困難な事態下に介護サービスを継続するため 

に必要な経費 

イ 災害備蓄等への対応 

災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等を整備する

ために必要な経費 

ただし、本補助金は物品の購入にかかる費用を対象としているため、事業所におけ

る研修等の実施費用、外部事業者への委託経費、設備等の設備工事費用、建物当の修
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繕費用などは対象経費として認めないものとする。また、取得費用が１件 50 万円以

上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費の一部に充当することも対象経費と

して認めないものとする。 

 

⑵ 介護施設等に対するサービス継続支援事業 

介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの 

質を確保するための食料品等の購入費等 

２ 令和８年４月１日から実績報告日までに生じた経費を対象とする。 

３ 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。 

４ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないもの

とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。 

⑴ 介護事業所等に対するサービス継続支援事業 

別添１の事業所等ごとに基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を

交付額とする。なお、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

⑵ 介護施設等に対するサービス継続支援事業 

   別添２の施設ごとに基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を交

付額とする。なお、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

れるものとする。 

⑴ 事業に要する経費の種目間における経費の配分の変更（それぞれの配分額のいずれ

か低い方の額の 10％以内の変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認を受

けなければならない。 

⑵ 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認を

受けなければならない。 

⑶ 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければならな

い。 

⑷ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、 

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、
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知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

⑹ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

⑺ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らない。 

⑻ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ 

いて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業

の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年

間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した

価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産

処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和 30 年政令第 255 号）第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める

期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に関

係書類を添えて、別に定める日までに知事に提出して行うものとする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業所・施設別申請額一覧（別紙様式１） 

⑵ 個票（別紙様式２） 

⑶ その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付決定） 

第７条 補助金の交付の申請があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたとき

は補助金の交付決定を行い、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）に対し、通知するものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、前条の交付決定の通知に係る内容又はこれに付された条件に不

服があり補助金の取下げをする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算

して 20 日以内に、交付申請取下げ書を知事に提出しなければならない。 

 

（変更申請） 

第９条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更

する場合は変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出し、あらかじめその承認を受

けなければならない。 
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２ 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 変更届出書（別紙様式３） 

⑵ 事業所・施設別申請額一覧（別紙様式１） 

⑶ 個票（別紙様式２） 

⑷ その他知事が必要と認める書類 

 

（中止又は廃止申請） 

第 10 条 補助事業者は、事業を中止または廃止する場合は事業中止（廃止）承認申請書

（様式第３号）を知事に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。 

 

（実施状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関して知事が報告を求めたときは、書面

により知事へ報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止を受けたときを含

む。）は、その日から起算して 30 日を経過した日または令和８年 12月 25 日のいずれ

か早い日までに、事業実績報告書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業所・施設別清算額一覧（別紙様式４） 

⑵ 個票（別紙様式５） 

⑶ 領収書等の写し 

⑷ その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 知事は、前条の報告を受けたときは、事業実績報告書の審査及び必要に応じて

現地調査を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容

（第９条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知す

るものとする。 

２ 知事は、前項により交付すべき補助金の額を確定するにあたり、特に必要があると

きは、補助事業者に対し、審査に必要な書面の提出を求めることができる。 

３ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとす

る。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して 20 日以内と

し、期限内に納付されない場合には、知事は未納に係る金額に対して、その未納に係

る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 
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 （補助金の支払） 

第 14 条 知事は、前条の額の確定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

２ 事業者は、補助金の支払を受けるために、請求書（様式第５号）を知事に届け出な

ければならない。 

 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第 15 条 第 10 条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各

号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと

ができるものとする。 

⑴ 補助事業者が、規則もしくはこの要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指 

示に違反した場合 

⑵ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

⑶ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

⑷ 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補

助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ず

るものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、当該

取消しに係る部分に対して既に交付されていた補助金に対して、その命令に係る補助

金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年利 10.95 パーセン

トの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第 13 条第３項及

び第４項の規定を準用する。 

５ 知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金

又は加算金の全部又は一部を免除することができる。 

６ 第１項から前項までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した

後においても適用があるものとする。 

 

 （その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は知事が別に

定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和８年３月 31 日から施行する。 

 





別添２ 介護施設等に対するサービス継続支援事業

1
2
3
4
5
6
7
⑴定員数は、令和７年４月１日時点の定員により判断する。

１ 事業所・施設等の種別
２ 基準単価
（１事業所又は
１定員当たり）

1.8万円/定員
介護医療院 1.8万円/定員

軽費老人ホーム 1.8万円/定員

地域密着型介護老人福祉施設 1.8万円/定員
短期入所生活介護事業所 1.8万円/定員
養護老人ホーム 1.8万円/定員

介護老人福祉施設 1.8万円/定員
介護老人保健施設



（様式第１号）

　　令和 年 月 日

殿

　標記について、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

千円

（内訳）
千円
千円

（添付書類）
１　事業所・施設別申請額一覧（別紙様式１）
２　個票　介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実施計画書

（事業所単位）（別紙様式２）

【申請内容に関する問い合わせ先】

沖縄県知事

 連絡先
電話番号

e-mail

令和７年度沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書

 部署名

 担当者氏名

（法人名）

（役職・代表者名）

 申請法人住所

　　申　請　額　：　

2．介護施設等に対するサービス継続支援事業
1．介護事業所等に対するサービス継続支援事業



（別紙様式１）事業所・施設別申請額一覧

介護事業
所等に対
するサー
ビス継続
支援事業

介護施設
等に対す
るサービ
ス継続支
援事業

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

（注）行が不足する場合には、「本申請書の使い方」に従って、行を追加すること。列の挿入は絶対に行わないこと。

　

審査
結果

電話番号

補助予定額（千円）

No.
介護保険
事業所番号

事業所・施設名 サービス種別
代表となる

事業所・施設名
住所



（別紙様式２）個票

　介護事業所等に対するサービス継続支援事業 　介護施設等に対するサービス継続支援事業

１．介護事業所等に対するサービス継続支援事業

【介護サービスを円滑に継続するための対応】

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

【災害備蓄等への対応】

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

２．介護施設等に対するサービス継続支援事業

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

（注）申請額は、補助上限額と所要額を比較していずれか低い方の額が入力される。

介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実施計画書（事業所単位）

施設概要

介護保険事業所番号 事業所名称

支出予定の費用について、重点支援交付金と重複は生じていない。

事業区分

申請にあたっての確認事項

見積書等の根拠資料は事業所において適切に保管している。

所在地
都道府県名 住所

連絡先
電話番号 担当者名

千円 千円

提供サービス（プルダウンから選択） 定員 人

支出予定額

補助上限額 申請額

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額 申請額

千円 千円

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等



（様式第２号）

　　令和 年 月 日

殿

年 月 号で補助金交付決定の通知が

千円
千円

（内訳）

1 千円 千円
2 千円 千円

（添付書類）
１　事業所・施設別申請額一覧（別紙様式１）
２　個票　介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実施計画書

（事業所単位）（別紙様式２）

【申請内容に関する問い合わせ先】

 部署名

 担当者氏名

　　変更申請額　：　

 申請法人住所

 連絡先
電話番号

e-mail

介護施設等に対するサービス継続支援事業
介護事業所等に対するサービス継続支援事業

交付決定額事業名

に係る変更承認申請書

令和

　　交付決定額　：　

日付け沖縄県指令保第
あった補助事業を下記のとおり変更したいので承認いただくとともに、補助金を交付
されるよう関係書類を添えて申請する。

沖縄県知事

令和７年度沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業

（法人名）

（役職・代表者名）

変更申請額



別紙様式３

年 月 日

令和 0 年 月 日

変更届出書（介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業）

　介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業に係る計画書の内容について、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届
け出ます。

１変更が生じた日 令和

 （役職・代表者名） （役職・代表者名）

２ 変更の概要

0 0  （法人名） 0



様式第３号 
 

文 書 番 号  

令和 年  月  日  

   沖縄県知事 殿 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名          
 
 

令和７年度沖縄県介護事業所・施設等サービス継続支援事業補助金 

中止（廃止）承認申請書 

 

      年  月  日付け沖縄県指令保第  号で交付決定通知があった交付事業

を下記のとおり中止（廃止）したいので、承認してくださるよう申請します。 

記 

 １ 事業名 

 ２ 交付金額 金          円 

 ３ 中止（廃止）の理由 

 ４ 中止期間（廃止）年月日 

        年  月  日から  年  月  日まで 

   （  年  月  日） 



（様式第４号）

　　令和 年 月 日

殿

　標記の補助金に係る事業実績について、次のとおり関係書類を添えて報告する。

千円
千円
千円

（実績額内訳）
千円
千円

（添付書類）
１　事業所・施設別清算額一覧（別紙様式４）
２　個票　介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実績報告書

（事業所単位）（別紙様式５）
３　領収書等の写し

【報告内容に関する問い合わせ先】

（役職・代表者名）

沖縄県知事

（法人名）

令和７年度沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業に係る事業実績報告書

 部署名

 担当者氏名

　　実　績　額　：　

2．介護施設等に対するサービス継続支援事業

　　交付決定額　：　

　　返　還　額　：　

1．介護事業所等に対するサービス継続支援事業

 報告法人住所

 連絡先
電話番号

e-mail



（別紙様式４）事業所・施設別清算額一覧

介護事業
所等に対
するサー
ビス継続
支援事業

介護施設
等に対す
るサービ
ス継続支
援事業

合計

介護事業
所等に対
するサー
ビス継続
支援事業

介護施設
等に対す
るサービ
ス継続支
援事業

合計

介護事業
所等に対
するサー
ビス継続
支援事業

介護施設
等に対す
るサービ
ス継続支
援事業

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

（注）行が不足する場合には、「本報告書の使い方」に従って、行を追加すること。列の挿入は絶対に行わないこと。

　

審査
結果

電話番号

交付決定額（千円）

No.
介護保険
事業所番号

事業所・施設名 サービス種別
代表となる

事業所・施設名
住所

実績額（千円） 差引額（千円）



（別紙様式５）個票

　介護事業所等に対するサービス継続支援事業 　介護施設等に対するサービス継続支援事業

１．介護事業所等に対するサービス継続支援事業

【介護サービスを円滑に継続するための対応】

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

【災害備蓄等への対応】

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

２．介護施設等に対するサービス継続支援事業

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

（注）差引額は、交付決定額と清算額を比較して交付決定額が大きい場合に表示される。

事業区分

報告にあたっての確認事項

支出した費用について、重点支援交付金や他補助金と重複は生じていない。

支出済額

領収書、レシート等の根拠資料は事業所において適切に保管している。

提供サービス（プルダウンから選択）

介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実績報告書（事業所単位）

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当者名

介護保険事業所番号

住所

交付決定額 実績額 差引額

千円 千円 千円

科目 支出済額（円） 用途・品目・数量等

科目 支出済額（円） 用途・品目・数量等

交付決定額 実績額 差引額

千円 千円 千円

科目 支出済額（円） 用途・品目・数量等



様式第５号

年 月 日

殿

年 月 日付け沖縄県達保第 号をもって額の

金 円

内訳 円
円
円
円

令和

口座番号

確定の通知を受けた令和７年度沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援

確 定 額：
既受領額：

今回請求額：
残   額： 0

（補助事業者法人名）

（補助事業代表者名役職・氏名）

記

概算払請求額 0

令和７年度沖縄県介護事業所・施設等に対するサービス継続支援事業補助金 請求書

令和

沖縄県知事

（担当者氏名・連絡先）

（補助事業者法人住所）

事業補助金について、下記の額を請求します。

口座名義人（カナ）

金融機関名
支店名
預金種目


